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＜本部事業計画＞ 

 

 平成 26 年度は、法人にとっては未曽有の

問題が発生し、法人の今後を見通す意味で

は大きな分岐点になった。 

①法人の歴史が 14 年目に入り、コンプライ

アンスや権利擁護の視点から、それまでの

事業運営とは違った方向性を求められてい

るにも関わらず、法人としての危機管理を

含めた体制作りができてなかった。 

②それに伴いスタッフの意識も今まで走り

続けてきて、そこへ疑問の余地もなくそう

そうの杜のやり方で行ってきた。 

③このような中で信頼していたスタッフが

権利侵害事象が発覚した。 

④このような状況の中で、荒川以後の世代

交代に向けた準備ができていなかったこと

と全体的に緊張感が薄れてきたこともこの

間、問題をはらむ要素であった。 

 まさに理事会にて指摘されたガバナンス

の課題を解決していくべき重要な年度とし

て位置付けて改善していかなければならな

い。 

 今年度は、ゼロからのスタートの中で

コンプライアンスと権利擁護という大きな

2 つの大きな課題に対して、再度スタッフ

の意識を構築し利用者目線にたった支援の

在り方を考えていく年にしなければならな

い。 

特に、権利擁護ということでは、奇数月

に全スタッフに対して権利侵害自己チェッ

クを実施して 3 年ほどになるが、単なるチ

ェックのみで形骸化しているので、改訂版

を作成し新たな気づきを促していきたい。 

 また、法人の将来を見通しながら現状認

識を深め、課題を解決していくための一つ

の方策として現在、スタッフを 6 グループ

に編成し、法人の将来計画を検討させてい

る。今年度の問題を踏まえながら、理念の

再構築を含め 5 年計画で将来像を自分達で

つくるという観点でかなり精力的に会議を

重ねてくれている。27 年 6 月にはプレゼン

を行い、7 月には計画をまとめたい。 

 

また、全体事業からは報酬単価の引き下

げもあり、国の社会保障に関する土台が更

に脆弱になりつつあることを意識しなけれ

ばならないし、ひいては法人運営において

も、今までにない危機感を持ちながら進ん

でいかなければならない。 

 更に、前述したように組織運営にかかる

重要性を認識しながらも、障害者総合支援

法に位置付けられている管理者やサービス

管理責任者、サービス提供責任者等の役割

を充分位置付けていなかったことも反省点

としてあげられるので各職制ごとの役割や

責任の明確化。管理者やサービス管理責任

者やサービス提供責任者に求められる要件

を業務の中で保証し、責任を明確にしてい

く。 

  

 また、法人の管理部門や直接支援部門の

煩雑さを解決するためにＩＴシステムの導

入をはかったので、煩雑な業務に対して可

能な限り効率化を図り、改善を目指してい

く。 

 このような流れを法人の次の世代へ向け

た移行期として位置付け見直すところは見

直し、改善すべきところは改善しながら進

んでいきたい。 

 



１．法人事業に関して 

① 相談支援事業 

 この 27 年 4 月から全障害者（受給者証更

新時に随時）を対象にサービス利用計画の

作成が義務付けられている。 

このことは、早急に相談支援体制の確立

が求められるのであるが現実的には非常に

困難と言わざるを得ない。 

また、後で述べるが法人内では、相談支

援専門員がコーディネートする役割をあま

り重視してこなかったこともあり、ちいと

こという部署の中で独立しての動きにつな

がってこなかったので、今年度のついては

法人の支援の全体の中での位置づけを明確

にして機能していけるように取り組んでい

く。 

 サービス利用計画作成が全障害者に求め

られるということは、いわば、介護保険の

ケアマネージャーの役割が障害分野にも求

められるということであるが、法施行後 15

年が経過した介護保険に比べて障害分野に

おける相談支援については養成や仕組みに

ついても緒に就いたばかりで、現在は量を

求められており質を求めるところまでには

至っていないので早急に質の向上を図るこ

とが重要である。 

 本人の想いを中心に据え、ストレングス

（環境や個人のストレングス）に着目して

支援していかなければならないがその役割

を相談支援という中で丁寧に実行していく。 

   

②就労支援事業 

 対象人数がすべての事業所（5 か所で定

員 80 名）と就業・生活支援センター（北部

センター・以下就ポツと略す）の登録者数

が約 200 名と膨大な数にのぼっている。 

 尚且つ、施設外就労への積極的な取り組

み等で業務が煩雑になっている中で今年度

の課題としては、新たな支援体制の枠組み

を組み直して円滑に機能できるように図っ

ていく。 

 また、今までは利用者を集めるのに特に

苦労もなく待ちの姿勢で良かったのだが、

就ポツとの連携もあり就職者が増加したこ

とにより、利用定員を割るという事態も生

じるようになってきた。今年度以降につい

ては積極的な導入策を検討していく時代に

なったと感じている。 

 大きな動きとしては、つむぎ館が建物（借

家で連棟の構造）の老朽化もあり移転の必

要性があり 6 月に移転を予定している。 

 法人の食のことから地域への発信の場と

してＫａｗａｓｅｍｉを開始して 2 年半が

経過した。最近は、地域にも認知され 11 月

以降月の売り上げが 100 万円を超すことも

珍しいことではなくなってきた。 

 今年度は、更に地域への浸透を図ること

で 130～150 万円位の売り上げにつながる

ように取り組んでいく。結果的には地域の

皆さんに喜んでもらえるような空間作りに

つなげていく。 

  

③デイ（生活介護・児童発達支援・放課後

等デイサービス） 

 日中活動の中では、庵・げんげんとも安

定した活動が実施できている。特にげんげ

んについては定員の 20 名を超す場合も出

てきているので空間を工夫する必要が出て

きている。また知的障害の重い人や知的障

害＋他の障害との重複している対象者が多

いので事故やヒヤリハットの頻度は高くな

っているので慎重な活動場面の設定が重要



である。 

 庵については、利用者の状況（脳血管障

害からの中途障害者や重症心身障害者、全

身病から惹起され障害になっている）から

定員の充足が大きな課題である。病気での

休みや毎年 2～3 名の方が亡くなられるこ

とにより、利用定員が 13 名前後となってい

るので、利用者の状況から仕方ないことで

はあるが課題ではある。 

 伝については、区内においても児童デイ

が増えてきた。それぞれが特色があり、親

からすれば選択肢が増えて喜ばしいことで

はある。伝においてもほぼ定員を充足して

おり、今年度は親御さんに対して伝の療育

を理解してもらうこと。 

支援の質を向上させることを課題として取

り組んでいく。 

  

④ちいとこ（地域＋とことこっと） 

 地域に関しては、法人独自の地域生活支

援の在り方を模索してきた一番重要な部署

ではあったが、大阪市内ではモデルが無く、

独自に地域生活を支援しているという奢っ

た考えもあったかもしれない。結果コンプ

ライアンスを無視したような請求の問題も

発覚した。 

 

 70 名を超える地域生活者の支援として、

今まで一緒のグループとしてやってきたが、

相談支援を独立させ、地域（グループホー

ム・短期入所）ととことこっと（居宅介護

等・訪問介護等）との役割を分けて実施し

ていくように体制を替えて取り組んでいく。 

 

 とことこっと 地域生活が 70 名を超え

てから夕方の時間帯は内部のヘルパーだけ

では対応できず、限界が見えてきている。

また、地域生活に関しては何とか維持して

いくものの、ヘルパー業務の難しさを出て

きている。 

最近の若いヘルパーは食事をつくること

が難しい人も増えており、特に家事に関す

る知識等にも問題が多くみられる。 

 体力がないこともあるにはあるが、長時

間介護の重度訪問介護へシフトをしていく

ことも現状としては有効な方法だと思われ

るので進めていきたい。 

 

本来は、地域ととことこっとを融合させ

るために「ちいとこ」という部署をつくっ

たのだが本来の在り方とは違う方向行って

いたこともあり、今年度の大きな改革とし

て考えていかなければならない。 

 

 特に、法人内の地域という役割は、知的

障害のある方の地域生活を推進してきたが

都市圏におけるモデルが無い中で、法人と

して模索し独自の仕組みの中で作り上げて

きた過程があるが、大きな欠陥が露呈した

ことが大きな課題である。 

 それは、地域のスタッフに対する業務要

件が範囲が広すぎること。支援する中では、

1 人のスタッフに①ケースワーク業務②直

接的な生活支援（ヘルパーとしての役割・

通院や余暇支援等幅広い役割が求められ

る）③金銭管理④家族との連絡調整等を求

めてきたために、26 年度のような問題が潜

在化したまま見えなくなっていたことは事

実である。 

 このように、スタッフ個人に対してスー

パーマン的役割を求めていた法人運営を見

直し、役割を分散することが 27 年度の課題



である。 

 そのために、相談支援と地域ととことこ

っとを明確に役割分担を分けて業務の再構

成を行う。 

 

⑤だんだん（大阪市つどいの広場…委託事

業） 

 地域子育て支援事業の一環として委託事

業を受けてきて、地域ニーズに即して利用

者も増加してきているが、委託料の問題が

あり今後の事業継続に関しては今年度の課

題として検討していきたい。 

  

２．城東区関連 

①城東区地域自立支援協議会（ＮＰＯ法人

地域自立支援推進協議会ＪＯＴＯ） 

 従来通り、協議会の中では当法人が中心

的な役割を担っていかなければならない。

事務局や各部会構成の中で煩雑な業務は下

支えが必要で、現実的には本来業務に支障

をきたすことも出てはいるが、区域全体で

障害のある人が一定の質を保った支援を受

けるという視点に立てば、支援の在り方や

質を高めるためには全体で考えて実行して

いく必要がある。ためにはまだまだ課題が

多く存在しており、どこかが Give Ｇive

し続けることが必要であり、必要な部分を

当法人が担っていかなければならない。 

 

②地域関連の役割 

 ・聖賢校下、城東校下の地域活動協議会

への参画 

 ・区政会議 城東区地域自立支援協議会

を代表して 

 従来から、法人運営の基礎として地域と

の関わりは重要視してきたので今年度は更

に拡げていきたい。 

 

３．対外関係 

 ・ＪＩＣＡ日系研修 今年は希望者が無

く実施できず。 

 ・城東区発達障害サポーター支援事業…

今年度は城東区に対して公募しなかったの

で事業実施しない。 

 ・大阪国際福祉専門学校 講師（前期）

荒川以下スタッフ  

毎週水曜日 10：50～12：20 

 ・大阪市障害者介護認定審査会 生野第

一合議体 第 3 水曜日 10：00～ 

    荒川 

 ・大阪市相談支援あり方検討委員会 大

阪市 年 2～3 回 荒川 

 

４．研修計画 

 前年度の課題を受けてコンプライアンス

や権利擁護の視点を中心に企画していくが

この予定以外に臨時で外部研修を含めて実

施していく。 

・外部講師 

 6 月 コンプライアンスに関する研修… 

内容未定 

 7 月 内部研修 そうそうの杜の理念の 

創出 

８月 Felien(フェリアン) 津村 薫 

 支援者のモチベーションを上げる 

ために  9：30～12：00 

10 月 障害当事者の話（人権研修） 

11 月 滋賀県阿山診療所 本谷医師 

累犯障害者の地域生活支援について 

1 月  コンプライアンスに関する研修 

…内容未定 

２月 岐阜医大大学院 高岡医師 



発達障害者支援について 

●この他に、障害者虐待に関するもの。個

人情報に関すること等幅広く取り組んでい

きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号議案－（２）（３）（４） 

就労事業計画《創奏・Kawasemi・座座・

つむぎ館・今福事業所》 

（就労移行支援・就労継続支援Ａ型・就労

継続支援 B 型） 

大阪市障がい者就業・生活支援センター／北

部地域センター 

 

１．運営目標 

平成 27 年度、報酬単価の見直しなど行政

側の変更も伴い、新規利用者や相談支援の

徹底をすることにより、新しい取り組みが

欠かせない年になっていく。 

作業収入のアップを計り、工賃をいかに

安定させ、アップしていくかを意識した取

り組み方や、個々の能力を最大限に活かせ

る環境作りについては、もとより、個々人

の夢や希望を把握しアセスメントを充実さ

せていき人生を支援をしていく。 

施設外就労については、現在実施してい

る 2 か所に続き、新しく東大阪の事業所な

どと合わせて企業と一事業所ではなく、複

数法人で取り組んでいく形を模索中であり、

その成果を今年度には出せると考えている。

城東区内事業所を中心にこのように複数で

の拡がりを持たすことで、他法人との共同

での取り組みを増やしていく。 

新たに取り組んできた就労継続支援 A 型

事業、Kawasemi については、4 か月連続

での当初目標であった売り上げ 100 万円/

月をクリアする事が出来ており、来年度に

は、原価を下げるためにも、食の安定を図

る為にも、新しく食材を作っていく事への

意識を取り入れるためにも、畑へ交代で行

き何をどのタイミングで作っていくのかを

コーディネートしていく。 



また、就労移行という事では 26 年度は大

阪市の委託事業である、障害者就業・生活

支援センター北部地域センターを合わせて

行った事もあり、就労への意識が強くなっ

たことからも、目標をクリアする事が出来、

8 人の就職者を出せた。来年度に向けては

各事業所の特徴を生かしていくためにも、

事業自体の取り組みをしっかりと見出して

いき、今福事業所の就労移行定員を 6 名か

ら 10 名に増やす。ただし、全体の定員数と

しては、現状の卒業生などの状態からも、

就労移行の希望者よりも継続支援 B 型利用

を希望する方が増えており、実際に継続支

援 B 型の定員を増やさざる負えない状況に

なり、創奏の定員数の変更も同時に行う。

全体としては、就労移行定員 10 名・就労継

続支援 A 型定員 10 名・就労継続支援 B 型

定員 60 名の形にする。 

各就労継続支援 B 型については、作業収

入のアップを意識しながらも、各々の事業

所の特徴は違い、個々の目的も違うが、「働

く」と言う事を通じて、障害の有無に関係

なく自分の人生を自分の足で歩み、世界を

広げていき、それぞれの大切な場所であり、

今に留まるのではなく、ここの夢や希望を

かなえて行く為の場にしていく。 

その他、城東区自立支援協議会との連携

も 26 年度に引き続きとっていく事で、城東

区の企業との関わりも増やし、城東区とし

て企業との関わりも出来るようにしていく。 

昨年度同様、スタッフの思い込みや、偏

った考え方によって、利用者の可能性を奪

っているかもしれない、と言う事を意識し

て活動していく。 

27 年度は、現職員の資質の向上はもとよ

り、新人職員の研修も踏まえ、今まで以上

の協力・連携を必要とし、当法人の理念を

もとに、これからも権利擁護とエンパワメ

ントの視点・ストレングスの視点を大切に、

コンプライアンスにのっとり、利用者の

「夢・希望」を共有し、力を引き出しなが

ら、いつも意識できるチームを作っていく。 

 

① 創奏：就労継続支援 B 型 

 住み慣れた地域でその人らしい生活が２

４時間３６５日途切れず続いていくよう支

援を行う柔軟性のある事業所。ひとりひと

りの障害特性に応じた支援だけでなく、障

害となっている環境を変えていくことにも

力を入れていく。日中活動にとどまらず、

例えば相談・余暇に関すること・本人だけ

でなく家族に関してなど、必要時・内容に

応じて支援を行っていく。27年度から一つ

の事業に特化することで今まで以上に意識

をしていく形として、「就労」はあくまで

生活の一部であり「就労」を通してその人

の生活全体を、延いては人生をその人らし

く創っていけるよう、場合によってはツー

ルの一つとして捉えながら向き合い続ける

ことの再認識。ひとりひとりの障害特性や

生活環境、生活全体を意識し、本人の『想

い』にそった個別支援計画を作り、エンパ

ワメント・ストレングスの視点を忘れず本

人の持つ力を最大に発揮できる環境設定や

作業内容の開拓、直接的・間接的な支援の

提供。「工賃」に関しても、より向上させ

ていけるよう受注先の企業との連携・調整

も行い、利用者さんの「働く」意欲にもつ

なげていきたい。また年齢や障害の幅も広

がってきているので、私たちだけでなく本

人自身も健康面に十分配慮していくような

環境作りやアプローチを行っていき、その



人に応じた「働く」と「日中活動」の支援

内容に柔軟性を持たせていく。 

利用者・家族・地域・スタッフともに「出

会い」を大切にし、その人らしい生活を「創

り」「奏でる」場所であり続ける。 

 

②ｋａｗａｓｅｍｉ：就労継続支援Ａ型  

 誰にとっても生きとしいけるものの全て

の根源である「食」から、人と物を愛おし

く思う心を伝えていくことを理念として、

食事を提供する事だけでなく地域の中で繋

がりを感じる事が出来るお店を作っていく。 

 2 年半を経過し、地域での認知度は培っ

てこられた。売り上げも最初の目標には

到達でき、次につなげる事が出来ている。

しかしまだまだ収入に置いては、独自で

採算をとるには至っていないこともあり、

売り上げのアップ月平均 130 万円の売り

上げと共に、原価率４５％を目標にして

いく。 

利用者に関しては、調理への参画。メ

ニューの作成・ケーキなどのレパートリ

ーの追加を任せる事で、仕事への意識が

強くなっている事を続けて行っていく。

昼食メニューも、素材や調理、店内の雰

囲気作りにこだわりながらも手軽に食べ

られるようなメニューの考案も、さらに

進めていき、2 階を予約席として使った

り、集まりに使ったりしながらの予約を

取る事にも強化していく。 

 ひとりひとりが担う役割を明確にし、

利用者だけで営業できるようにしていく。 

もう一つは、この事業所の本来最も打

ち出していくべき、【地域への還元】を再

度強く打ち出す年にしていく。地域の人

たちが交流できるイベントの企画や場所

の提供をしていく。 

③座座：就労継続支援 B 型 

 日中活動支援の枠にとどまらず、自閉症

スペクトラムの特性を十分に理解した利用

者個々の生活支援を目指す場としてこれか

らも位置づけていく。 

地域で生活し働き続けるということを、共

に考え学んで実践に繋げていく。 

また、成人病の予備軍と思わしき利用者が

増えているので、健康面にも十分配慮して

いきたい。 

 鉄鋼製品の生産は従来のものに加え、新

たな製品の生産と取引先の開拓を続けてい

くことで収入と利用者の給与の向上に努め

ていく。 

農地を拡大した畑・田んぼプロジェクト

では、作物の質の向上と生産量のアップを

図るため、週２回から週３回に活動の幅を

広げていく。Ｋａｗａｓｅｍｉと連携をと

りながら、季節や集客状況に応じた耕作・

収穫をしていくことで、無駄を省きつつ収

入も確保していく。 

③つむぎ館：就労継続支援 B 型 

 日中活動の場として「働く」という事を

通じて、その人の生活リズムを作っていく。

現在も行っている外出行事や季節に合わせ

たイベント等も協調性や社会性を養ってい

き、個々の余暇への参考としてもらい生活

の充足を感じられる場所と位置付けていく。

障害特性に応じた作業を提供しみんなで一

つの仕事をやり遂げる楽しさを分かち合え

る場所にしていき、利用者個々の能力や意

欲を引き出していき、その人にとっての「居

場所」となる作業所を作っていく。 

高齢の方の利用が多く、体調面での管理

はもちろん作業環境にも配慮していき



「仕事」を個々がやりがいのあるものに

していく。毎日出勤することを意識して

もらい、生活リズムと ADL の向上を目指

していく。 

特に今年度は、建物の老朽化も考え、他

事業所との連携を強化するためにも、移

転する予定である。 

 

④今福事業所：就労移行支援・就労継続支

援 B 型 

 就労全体の中でも特に就業支援に特化し

た事業所であり、また就職者・企業との連

携が最も重要な事業所である。特に 26 年度

より北部地域障害者就業・生活支援センタ

ーを併設して行っている事で、就職者や企

業・他事業所・他法人との関係性が強くな

っている。法人の中では、就労と言う位置

づけを明確にしていく事に特化した事業所

にしていく。 

 就労時間の設定や、作業能力の向上につ

いては今まで同様勤めていきながらも他法

人との連携もしながら、ビジネスマナーや

就労する上での生活リズムなども含めて、

カリキュラムも考えていく。また、その中

で「仕事に着く」と言うのは、その人にと

って自分の居場所を作ると言う事に繋がり、

仕事を通して自分の人生も繋がっていく事

など、その人その人にとっての生活の一部

になっていく事を考慮した中で、一人ひと

りの就労に向き合っていき、その人の生活

全般にも向き合っていける事業所として確

立していく事で、更に就職・就労定着に努

めていく。 

◎就労移行支援：移転後 1 年以上を経過し、

スケジュールに沿っての切り替えや、

場所に寄っての仕事の違いを作る事が

出来、仕事・休憩等での場所の移動も

合わせて事務的な作業にも取り組んで

いってもらえる状態にはなっている。

昨年度同様、就職者がいる事や、今ま

で一緒にやっていた仲間が就職者とし

て出入りする事で、今から自分たちが

就職すると言う意識が良い方向に影響

もしている。今後も利用者同士がお互

いを認めていき、よきライバルになっ

ていき、就職へのモチベーションを高

く持ち続けていけるように、企業との

連携を強くしていく。 

もちろん就職する事がゴールではなく、

あくまでも、本人の「夢・希望」を叶

えるための一つのアイテムにすぎない

事を念頭に、働き続けていき自分の仕

事に誇りと自信を持ち、社会の中で生

活し自分の時間をしっかりと楽しんで、

人生が豊かになるよう支援していきた

い。 

◎就労継続支援Ｂ型：あくまで就職を目標

としていきながらも、仕事・休憩の切

り替えの環境面からのアプローチをし

ながら、個々の特性を活かし、施設外

就労を主に行い、企業と仕事を感じて

もらいながら、作業効率を上げ、本人

の力を最大限に出せるように、生活面

も合わせて支援していく。 

各スタッフが各々の資質アップに努め

ていく。 

  

２．施設外就労 

現在は、（株）ニュードライ・（株）キ

ウチ化建の 2 件は安定して行えている。

26 年度には、城東区内事業所及び、東大

阪の他法人である事業所と合同で東大阪



にある、CS ロジネットでも行う事が出来、

27 年度への大きなステップになってい

る。さらに、城東区内の有限会社川口と

も始める事が出来たが、A 型事業を始め

たこともあり、継続していく事は難しい

と考えている。また、都島区にある別の

企業とも話が進められるようになってき

ている。そういった事もあり、職員数の

不足は言うまでもなくになっており、資

質の向上と共にスタッフの増員もしてい

く必要がある。そこから繋がっていく企

業もあり、企業との関係性の構築が特に

必要である。また、別法人でのビジネス

マナーなどの参加をしていき、移行準備

支援体制加算と合わせて取り組んでいく。 

企業の中で体験する就労意欲や責任感

からも就職が増えたと考えられ、これか

らも利用者が体験できる環境を育んでい

きたいと考える。 

 

３． 大阪市障がい者就業・生活支援センター

／北部地域センター 

A．   基本方針 

北部圏域（城東区・都島区・旭区・鶴見区）と

いう地域の資源であることを認識しつつ、障が

いのある方々の「働く」「働き続ける」という思い

に寄り添い、本人の意思を尊重しながら、本人

の秘めた力を引き出すことを基本方針として活

動していく。 

また、権利擁護の視点を忘れず、就業のみ

ならず生活においても、一人の人として、その

人らしく人生を歩んでいけるように様々な関係

機関や家族などと協力して総合的な支援を行

えるように取り組んでいく。 

利用者のみならず、行政機関・関係機関・

企業などとも協働し、新しい「障害者雇用」の

場や実習受け入れ場所などの開拓も積極的

に行っていく。地域を理解することと理解しても

らえるように働きかけていくことを意識し、就業・

生活支援センターが圏域の障害福祉の一端

を担って活動していけるように取り組んでいく。 

 

Ｂ．   事業計画 

① 相談支援業務 

 地域センターとして、個別に対応すべき部分

と、限界がある部分がある。登録者や新規相

談については、従来通り力を入れていくが、セ

ンター受託後は各区の自立支援協議会などと

も協働し、相談支援の在り方や、個々の障害

特性の理解について、勉強会や意見交換を

気軽に行える座談会のようなものを開催してい

きたいと考えている。そして、地域の相談支援

業務の資質向上の一端を担えればと考えてい

る。 

また、生活困窮者の自立促進事業について

も、就業・生活支援センターが担う役割は大き

いと考えており、手帳の有無に捉われず、生き

づらさを抱える方々の相談窓口としても機能し

ていきたい。 

② 定着支援業務 

就業支援ワーカーのみでの対応には限界

があるという認識もしている。どれだけ関係機

関とうまく協働していけるかも大きな課題である。

縦と横の関係をしっかりと意識し、障がいのあ

る方々の職場定着支援が偏ったものにならず、

様々な角度で支えていけるものとしていきたい。

地域センターが担うべき部分と関係機関に担

っていただく部分を明確にし、一体となって支

援を必要とする一人の人に関わっていける関

係性を構築していきたい。 

③ 発達障害・精神障害に対する支援に

ついて 



個々の就業支援ワーカーの資質の向上は

もとより、地域全体の「発達障害、精神障害」に

対する関係者の資質向上を目指し、テーマご

との勉強会の開催や座談会を開催したいと考

えている。「思い」に寄り添うためには、自分の

価値観を大切にしながらも相手の価値観を受

け入れることが重要となる。人それぞれ価値観

は異なって当然。ただ、社会の中で、とりわけ

就業という環境においては、違いを認識し、人

と人とが相互に尊重しあえる環境を作り上げて

いくことが大切である。 

この北部圏域で、まだまだ苦しんでいる（実

際はそのことにさえ気づかないでもがいている

という表現が正しいかもしれない）方々と共に

歩んでいける資源として北部地域センターを

機能させていきたいと考えている。 

④ 地域における就業・生活支援体制の

総合センター的な役割を担う業務 

・各区での就労部会の発足。これについて

は、自立支援協議会参加機関の数にもよるが、

複数区の連合での部会発足も視野に入れて

活動していく。 

・各種勉強会・座談会の開催。近年どこの相

談支援事業所でも課題となっている「発達障

害、精神障害」を基本に、それぞれのテーマに

沿った現場職員の率直な意見交換や支援のヒ

ントの共有などを目的とした会の開催を考えて

いる。支援学校の教師や普通学校の教師にも

声をかけ、地域で共に考え、共に理解を広げ

ていく取り組みをしていきたい。 

・北部圏域の「就労関係事業所合同説明

会」の開催を年に２度行う計画と、企業関係者

向けの「就労支援説明会」の開催も行っていき

たい。 

・あわせて北部圏域の相談支援事業所や各

区行政担当者との交流、意見交換の場所（相

談支援連絡会）も定期的に開催し、北部圏域

の運営会議との縦横のつながりを構築してい

きたいと考えている。 

 

※事業所の特色を最大限に打ち出し、就労と

いう位置からの当事者の人生支援ができるよう

に努めていく。 

 

４．支援体制 

①創奏 就労継続支援 B 型 20 名 

管理者兼サービス管理責任者 1 名（兼務） 

支援スタッフ（生活支援員・職業指導員） 

          3 名 

目標工賃達成指導員 1 名 

                   

②Kawasemi：就労継続支援 A 型 10 名 

・座座：就労継続支援 B 型 10 名 

管理者兼サービス管理責任者 1 名（兼務） 

支援スタッフ（生活支援員・職業指導員） 

          6 名 

目標工賃達成指導員 1 名 

 

③つむぎ館：就労継続支援 B 型 20 名 

管理者兼サービス管理責任者 1 名（兼務） 

支援スタッフ（生活支援員・職業指導員）        

2 名 

目標工賃達成指導員 1 名 

 

④今福事業所：就労移行支援 10 名・就労継

続支援 B 型 10 名 

管理者兼サービス管理責任者１名（兼務） 

支援スタッフ（生活支援員・職業指導員・ 

就労支援員）  5 名 

目標工賃達成指導員 1 名 

 

⑤北部地域障害者就業・生活支援センター 



就労支援ワーカー 3 名 

第一号職場適応援助者（ジョブコーチ）         

2 名 

 

４．プログラム 

①日課 

〈創奏・座座・つむぎ館〉   

・就労移行支援 10:00～16:00（個別に時間

設定あり） 

・就労継続支援 B 型 10:00～16:00（個別に

時間設定あり） 

〈Kawasemi〉   

・就労継続支援 A 型 10:00～21:00（個別に

時間設定あり） 

〈今福事業所〉 

・就労移行支援  9:00～17:00 

・就労継続支援 B 型 9:00～17:00 

〈北部地域障害者就業・生活支援センター〉 

   ・９：００～１７：００ 

 週間予定 

〈創奏座座／つむぎ館／今福事業所／北部

地域障害者就業・生活支援センター〉 

   ・月曜日から金曜日まで開所（土日

祝日は休み） 

  （Ｋａｗａｓｅｍｉ） 

   ・月曜日から土曜日まで開所（日曜・

祝日を休み） 

 

②月間予定 

  〈創奏座座／つむぎ館／今福事業所〉 

   ・毎月第１土曜日    法人全体

会議・就労部署会議 

   ・毎月第２・４火曜日  役職者会

議  

   ・毎週金曜日      往診歯科

診療 

   ・毎月 10~15 日     今福事業

所個人面談 

   ・毎月第３土曜日    ハイキン

グ 

   ・奇数月１回      往診診察 

   ・毎月一回       避難訓練 

 

③年間行事予定 

  ４月 お花見             

  ５月 バーベキュー          

  ６月 野球観戦（大阪ドーム） 

  ７月 利用者企画ハイキング（川遊び） 

  ８月 夏季一泊旅行（海水浴） 

  ９月 利用者企画ハイキング 

（味覚狩り） 

  １０月   法人大運動会 

  １１月   就職者旅行 

  １２月   クリスマス会・忘年会 

   １月   新年会 

   ２月   冬季一泊旅行（温泉） 

   ３月   城東区ピアフェスタ 

  その他 毎月第 2金曜日 19時～就職 

者の集い（SSE 会） 

    毎週木曜日 19 時～ 一五一会 

毎週火曜日 18 時半～マラソン部 

毎週水曜日 17 時半フットサルサ 

ークル活動 

    毎月第 3日曜日 13時～テニス部 

活動 

 

 

 

 

 

 

 



＜創奏・Kawasemi・座座・つむぎ館・

今福事業所＞ 

（就労移行支援・就労継続支援Ａ型・

就労継続支援 B 型） 

？大阪市障がい者就業・生活支援セ

ンター／北部地域センター 

 

１．運営目標 

平成 27 年度、報酬単価の見直しな

ど行政側の変更も伴い、新規利用者や

相談支援の徹底をすることにより、新

しい取り組みが欠かせない年になっ

ていく。 

作業収入のアップを計り、工賃をい

かに安定させ、アップしていくかを意

識した取り組み方や、個々の能力を最

大限に活かせる環境作りについては、

もとより、個々人の夢や希望を把握し

アセスメントを充実させていき人生

支援をしていく。 

施設外就労については、確実に行え

ている 2 件に続き、新しく東大阪の事

業所などと合わせて企業と一事業所

ではなく、多法人で取り組んでいく形

を模索中であり、その結果を 27 年度

には出せると考えており、広がりを持

たすことで、城東区内事業所を中心に

他法人との共同での取り組みをして

いく。 

新たに取り組んできた就労継続支

援 A 型事業、Kawasemi については、

4 か月連続での当初目標であった売り

上げ 100 万円/月をクリアする事が出

来ており、来年度には、原価を下げる

ためにも、食の安定を図る為にも、新

しく食材を作っていく事への意識を

取り入れるためにも、畑へ交代で行き

何をどのタイミングで作っていくの

かをコーディネートしていく。 

また、就労移行という事では 26 年

度は大阪市の委託事業である、障害者

就業・生活支援センター北部地域セン

ターを合わせて行った事もあり、就労

への意識が強くなったことからも、目

標をクリアする事が出来、8 人の就職

者を出せた。来年度に向けては各事業

所の特徴を生かしていくためにも、事

業自体の取り組みをしっかりと見出

していき、今福事業所の就労移行定員

を 6 名から 10 名に増やす。ただし、

全体の定員数としては、現状の卒業生

などの状態からも、就労移行の希望者

よりも継続支援 B 型利用を希望する

方が増えており、実際に継続支援 B 型

の定員を増やさざる負えない状況に

なり、創奏の定員数の変更も同時に行

う。全体としては、就労移行定員 10

名・就労継続支援 A 型定員 10 名・就

労継続支援 B 型定員 60 名の形にする。 

各就労継続支援 B 型については、作

業収入のアップを意識しながらも、

各々の事業所の特徴は違い、個々の目

的も違うが、「働く」と言う事を通じ

て、障害の有無に関係なく自分の人生

を自分の足で歩み、世界を広げていき、

それぞれの大切な場所であり、今に留

まるのではなく、ここの夢や希望をか

なえて行く為の場にしていく。 

その他、城東区自立支援協議会との

連携も 26 年度に引き続きとっていく

事で、城東区の企業との関わりも増や

し、城東区として企業との関わりも出



来るようにしていく。 

昨年度同様、スタッフの思い込みや、

偏った考え方によって、利用者の可能

性を奪っているかもしれない、と言う

事を意識して活動していく。 

27 年度は、現職員の資質の向上は

もとより、新人職員の研修も踏まえ、

今まで以上の協力・連携を必要とし、

当法人の理念をもとに、これからも権

利擁護とエンパワメントの視点・スト

レングスの視点を大切に、コンプライ

アンスにのっとり、利用者の「夢・希

望」を共有し、力を引き出しながら、

いつも意識できるチームを作ってい

く。 

 

① 創奏：就労継続支援 B 型 

 住み慣れた地域でその人らしい生

活が 24時間 365日途切れず続いてい

くよう支援を行う柔軟性のある事業

所。ひとりひとりの障害特性に応じた

支援だけでなく、障害となっている環

境を変えていくことにも力を入れて

いく。 

日中活動にとどまらず、例えば相

談・余暇に関すること・本人だけでな

く家族に関してなど、必要時・内容に

応じて支援を行っていく。 

今年度から一つの事業に特化する

ことで今まで以上に意識をしていく

形として、「就労」はあくまで生活の

一部であり「就労」を通してその人の

生活全体を、延いては人生をその人ら

しく創っていけるよう、場合によって

はツールの一つとして捉えながら向

き合い続けることの再認識。ひとりひ

とりの障害特性や生活環境、生活全体

を意識し、本人の『想い』にそった個

別支援計画を作り、エンパワメント・

ストレングスの視点を忘れず本人の

持つ力を最大に発揮できる環境設定

や作業内容の開拓、直接的・間接的な

支援の提供。「工賃」に関しても、よ

り向上させていけるよう受注先の企

業との連携・調整も行い、利用者さん

の「働く」意欲にもつなげていきたい。 

また年齢や障害の幅も広がってき

ているので、私たちだけでなく本人自

身も健康面に十分配慮していくよう

な環境作りやアプローチを行ってい

き、その人に応じた「働く」と「日中

活動」の支援内容に柔軟性を持たせて

いく。 

利用者・家族・地域・スタッフとも

に「出会い」を大切にし、その人らし

い生活を「創り」「奏でる」場所であ

り続ける。 

 

②ｋａｗａｓｅｍｉ：就労継続支援Ａ

型  

 誰にとっても生きとしいけるもの

の全ての根源である「食」から、人と

物を愛おしく思う心を伝えていくこ

とを理念として、食事を提供する事だ

けでなく地域の中で繋がりを感じる

事が出来るお店を作っていく。 

 2 年半を経過し、地域での認知度は

培ってこられた。売り上げも最初の

目標に 

は到達でき、次につなげる事が出来て

いる。しかしまだまだ収入に置いて

は、独自で採算をとるには至ってい



ないこともあり、売り上げのアップ

月平均 130 万円の売り上げと共に、

原価率４５％を目標にしていく。 

利用者に関しては、調理への参画。

メニューの作成・ケーキなどのレパ

ートリーの追加を任せる事で、仕事

への意識が強くなっている事を続

けて行っていく。昼食メニューも、

素材や調理、店内の雰囲気作りにこ

だわりながらも手軽に食べられる

ようなメニューの考案も、さらに進

めていき、2 階を予約席として使っ

たり、集まりに使ったりしながらの

予約を取る事にも強化していく。 

 ひとりひとりが担う役割を明確

にし、利用者だけで営業できるよう

にしていく。 

もう一つは、この事業所の本来最

も打ち出していくべき、【地域への

還元】を再度強く打ち出す年にして

いく。地域の人たちが交流できるイ

ベントの企画や場所の提供をして

いく。 

 

③座座：就労継続支援 B 型 

 日中活動支援の枠にとどまらず、自

閉症スペクトラムの特性を十分に理

解した利用者個々の生活支援を目指

す場としてこれからも位置づけてい

く。 

地域で生活し働き続けるということ

を、共に考え学んで実践に繋げていく。 

また、成人病の予備軍と思わしき利用

者が増えているので、健康面にも十分

配慮していきたい。 

 鉄鋼製品の生産は従来のものに加

え、新たな製品の生産と取引先の開拓

を続けていくことで収入と利用者の

給与の向上に努めていく。 

農地を拡大した畑・田んぼプロジェ

クトでは、作物の質の向上と生産量の

アップを図るため、週２回から週３回

に活動の幅を広げていく。Ｋａｗａｓ

ｅｍｉと連携をとりながら、季節や集

客状況に応じた耕作・収穫をしていく

ことで、無駄を省きつつ収入も確保し

ていく。 

 

④つむぎ館：就労継続支援 B 型 

 日中活動の場として「働く」という

事を通じて、その人の生活リズムを作

っていく。現在も行っている外出行事

や季節に合わせたイベント等も協調

性や社会性を養っていき、個々の余暇

への参考としてもらい生活の充足を

感じられる場所と位置付けていく。障

害特性に応じた作業を提供しみんな

で一つの仕事をやり遂げる楽しさを

分かち合える場所にしていき、利用者

個々の能力や意欲を引き出していき、

その人にとっての「居場所」となる作

業所を作っていく。 

高齢の方の利用が多く、体調面での

管理はもちろん作業環境にも配慮

していき 

「仕事」を個々がやりがいのあるもの

にしていく。毎日出勤することを意識

してもらい、生活リズムと ADL の向

上を目指していく。 

特に今年度は、建物の老朽化も考え、

他事業所との連携を強化するため

にも、移転する予定である。 



 

④今福事業所：就労移行支援・就労継

続支援 B 型 

 就労全体の中でも特に就業支援に

特化した事業所であり、また就職者・

企業との連携が最も重要な事業所で

ある。特に 26 年度より北部地域障害

者就業・生活支援センターを併設して

行っている事で、就職者や企業・他事

業所・他法人との関係性が強くなって

いる。法人の中では、就労と言う位置

づけを明確にしていく事に特化した

事業所にしていく。 

 就労時間の設定や、作業能力の向上

については今まで同様勤めていきな

がらも他法人との連携もしながら、ビ

ジネスマナーや就労する上での生活

リズムなども含めて、カリキュラムも

考えていく。また、その中で「仕事に

着く」と言うのは、その人にとって自

分の居場所を作ると言う事に繋がり、

仕事を通して自分の人生も繋がって

いく事など、その人その人にとっての

生活の一部になっていく事を考慮し

た中で、一人ひとりの就労に向き合っ

ていき、その人の生活全般にも向き合

っていける事業所として確立してい

く事で、更に就職・就労定着に努めて

いく。 

 

◎就労移行支援：移転後 1 年以上を経

過し、スケジュールに沿っての切

り替えや、場所に寄っての仕事の

違いを作る事が出来、仕事・休憩

等での場所の移動も合わせて事

務的な作業にも取り組んでいっ

てもらえる状態にはなっている。

昨年度同様、就職者がいる事や、

今まで一緒にやっていた仲間が

就職者として出入りする事で、今

から自分たちが就職すると言う

意識が良い方向に影響もしてい

る。今後も利用者同士がお互いを

認めていき、よきライバルになっ

ていき、就職へのモチベーション

を高く持ち続けていけるように、

企業との連携を強くしていく。 

もちろん就職する事がゴールでは

なく、あくまでも、本人の「夢・

希望」を叶えるための一つのアイ

テムにすぎない事を念頭に、働き

続けていき自分の仕事に誇りと

自信を持ち、社会の中で生活し自

分の時間をしっかりと楽しんで、

人生が豊かになるよう支援して

いきたい。 

 

◎就労継続支援Ｂ型：あくまで就職を

目標としていきながらも、仕事・

休憩の切り替えの環境面からの

アプローチをしながら、個々の特

性を活かし、施設外就労を主に行

い、企業と仕事を感じてもらいな

がら、作業効率を上げ、本人の力

を最大限に出せるように、生活面

も合わせて支援していく。 

各スタッフが各々の資質アップに

努めていく。 

  

 

 

 



２．施設外就労 

現在は、（株）ニュードライ・（株）

キウチ化建の 2 件は安定して行えて

いる。26 年度には、城東区内事業所

及び、東大阪の他法人である事業所

と合同で東大阪にある、CS ロジネ

ットでも行う事が出来、27 年度への

大きなステップになっている。さら

に、城東区内の有限会社川口とも始

める事が出来たが、A 型事業を始め

たこともあり、継続していく事は難

しいと考えている。また、都島区に

ある別の企業とも話が進められる

ようになってきている。そういった

事もあり、職員数の不足は言うまで

もなくになっており、資質の向上と

共にスタッフの増員もしていく必

要がある。そこから繋がっていく企

業もあり、企業との関係性の構築が

特に必要である。また、別法人での

ビジネスマナーなどの参加をして

いき、移行準備支援体制加算と合わ

せて取り組んでいく。 

企業の中で体験する就労意欲や

責任感からも就職が増えたと考え

られ、これからも利用者が体験でき

る環境を育んでいきたいと考える。 

 

４． 大阪市障がい者就業・生活支援セン

ター／北部地域センター 

A．   基本方針 

北部圏域（城東区・都島区・旭区・鶴

見区）という地域の資源であることを認識

しつつ、障がいのある方々の「働く」「働

き続ける」という思いに寄り添い、本人の

意思を尊重しながら、本人の秘めた力を

引き出すことを基本方針として活動して

いく。 

また、権利擁護の視点を忘れず、就

業のみならず生活においても、一人の人

として、その人らしく人生を歩んでいける

ように様々な関係機関や家族などと協力

して総合的な支援を行えるように取り組

んでいく。 

利用者のみならず、行政機関・関係機

関・企業などとも協働し、新しい「障害者

雇用」の場や実習受け入れ場所などの

開拓も積極的に行っていく。地域を理解

することと理解してもらえるように働きか

けていくことを意識し、就業・生活支援セ

ンターが圏域の障害福祉の一端を担っ

て活動していけるように取り組んでいく。 

 

Ｂ．   事業計画 

①相談支援業務 

 地域センターとして、個別に対応すべ

き部分と、限界がある部分がある。登録

者や新規相談については、従来通り力

を入れていくが、センター受託後は各区

の自立支援協議会などとも協働し、相談

支援の在り方や、個々の障害特性の理

解について、勉強会や意見交換を気軽

に行える座談会のようなものを開催して

いきたいと考えている。そして、地域の相

談支援業務の資質向上の一端を担えれ

ばと考えている。 

 また、生活困窮者の自立促進事業に

ついても、就業・生活支援センターが担

う役割は大きいと考えており、手帳の有

無に捉われず、生きづらさを抱える方々

の相談窓口としても機能していきたい。 

②定着支援業務 



正直、就業支援ワーカーのみでの対

応には限界があるという認識もしている。

どれだけ関係機関とうまく協働していける

かも大きな課題である。縦と横の関係を

しっかりと意識し、障がいのある方々の

職場定着支援が偏ったものにならず、

様々な角度で支えていけるものとしてい

きたい。地域センターが担うべき部分と

関係機関に担っていただく部分を明確

にし、一体となって支援を必要とする一

人の人に関わっていける関係性を構築

していきたい。 

 

③発達障害・精神障害に対する支援に

ついて 

個々の就業支援ワーカーの資質の向

上はもとより、地域全体の「発達障害、精

神障害」に対する関係者の資質向上を

目指し、テーマごとの勉強会の開催や座

談会を開催したいと考えている。「思い」

に寄り添うためには、自分の価値観を大

切にしながらも相手の価値観を受け入れ

ることが重要となる。人それぞれ価値観

は異なって当然。ただ、社会の中で、とり

わけ就業という環境においては、違いを

認識し、人と人とが相互に尊重しあえる

環境を作り上げていくことが大切である。 

この北部圏域で、まだまだ苦しんでい

る（実際はそのことにさえ気づかないでも

がいているという表現が正しいかもしれ

ない）方々と共に歩んでいける資源とし

て北部地域センターを機能させていきた

いと考えている。 

 

④地域における就業・生活支援体制の

総合センター的な役割を担う業務 

・各区での就労部会の発足。これについ

ては、自立支援協議会参加機関の数に

もよるが、複数区の連合での部会発足も

視野に入れて活動していく。 

・各種勉強会・座談会の開催。近年どこ

の相談支援事業所でも課題となっている

「発達障害、精神障害」を基本に、それ

ぞれのテーマに沿った現場職員の率直

な意見交換や支援のヒントの共有などを

目的とした会の開催を考えている。支援

学校の教師や普通学校の教師にも声を

かけ、地域で共に考え、共に理解を広げ

ていく取り組みをしていきたい。 

・北部圏域の「就労関係事業所合同説

明会」の開催を年に２度行う計画と、企

業関係者向けの「就労支援説明会」の開

催も行っていきたい。 

・あわせて北部圏域の相談支援事業所

や各区行政担当者との交流、意見交換

の場所（相談支援連絡会）も定期的に開

催し、北部圏域の運営会議との縦横の

つながりを構築していきたいと考えてい

る。 

 

※事業所の特色を最大限に打ち出し、

就労と言う位置からの当事者の人生支

援ができるように努めていく。 

 

 

４．支援体制 

①創奏 就労継続支援 B 型 20 名 

  管理者兼サービス管理責任者              

1 名（兼務） 

  支援スタッフ（生活支援員・職業

指導員）        3 名 

  目 標 工 賃 達 成 指 導 員                  



1 名 

②Kawasemi：就労継続支援 A 型 10

名 

・座座：就労継続支援 B 型 10 名 

管 理 者 兼 サ ー ビ ス 管 理 責 任 者              

1 名（兼務） 

支援スタッフ（生活支援員・職業指導

員）        6 名 

  目 標 工 賃 達 成 指 導 員                  

1 名 

③つむぎ館：就労継続支援 B 型 20 名 

  管理者兼サービス管理責任者              

１名（兼務） 

  支援スタッフ（生活支援員・職業

指導員）        2 名 

  目 標 工 賃 達 成 指 導 員                  

1 名 

④ 今福事業所：就労移行支援 10 名・

就労継続支援 B 型 10 名 

  管理者兼サービス管理責任者              

１名（兼務） 

  支援スタッフ（生活支援員・職業

指導員・就労支援員）  5 名 

  目 標 工 賃 達 成 指 導 員                  

１名 

⑤北部地域障害者就業・生活支援セン

ター 

  就 業 支 援 ワ ー カ ー                   

3 名 

  第一号職場適応援助者（ジョブコ

ーチ）         2 名 

 

４．プログラム 

①日課 

  〈創奏・座座・つむぎ館〉   

・就労移行支援    １０：００～

１６：００（個別に時間設定あり） 

・就労継続支援 B 型  １０：００～

１６：００（個別に時間設定あり） 

〈Kawasemi〉   

・就労継続支援 A 型  １０：００～

２１：００（個別に時間設定あり） 

  〈今福事業所〉 

・就労移行支援     ９：００～

１７：００ 

・就労継続支援 B 型   ９：００～

１７：００ 

〈北部地域障害者就業・生活支援セン

ター〉 

・９：００～１７：００ 

②週間予定 

〈創奏座座／つむぎ館／今福事業所

／北部地域障害者就業・生活支援セン

ター〉 

・月曜日から金曜日まで開所（土日祝

日は休み） 

  （Ｋａｗａｓｅｍｉ） 

・月曜日から土曜日まで開所（日曜・

祝日を休み） 

 

③月間予定 

〈創奏座座／つむぎ館／今福事業所〉 

・毎月第１土曜日    法人全体会

議・就労部署会議 

・毎月第２・４火曜日  役職者会議  

・毎週金曜日     往診歯科診療 

・毎月 10~15 日今福事業所個人面談 

・毎月第３土曜日ハイキング 

・奇数月１回   往診診察 

・毎月一回    避難訓練 

 

 



④年間行事予定 

４月   お花見             

５月   バーベキュー          

６月   野球観戦（大阪ドーム） 

７月   利用者企画ハイキング（川

遊び） 

８月   夏季一泊旅行（海水浴） 

９月   利用者企画ハイキング（味

覚狩り） 

１０月   法人大運動会 

１１月   就職者旅行 

１２月   クリスマス会・忘年会 

 １月   新年会 

 ２月   冬季一泊旅行（温泉） 

 ３月   城東区ピアフェスタ 

    その他   毎月第2金曜日 

19 時～ 就職者の集い（SSE 会） 

          毎週月曜日   

19 時～ 一五一会 

毎 週 火 曜 日   

18 時半～ マラソン部 

毎 週 水 曜 日   

17 時半～ フットサルサークル活動 

          毎月第3日曜日 

13 時～ テニス部活動 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  



 

＜相談支援事業 地域生活支援セン

ター あ・うん＞ 

 

１． 運営目標 

法人内での相談支援事業の役割と体

制の確立 

平成 26 年度は法人内で相談支援の位

置付けがあいまいになった年であっ

た。詳細は事業報告にて行うのでここ

では割愛するが、27 年度は相談支援

に求められる本来の動きと役割を担

っていく最初の年となる。事業の大き

な柱は制度ごとに考えていくと、計画

相談支援、地域定着支援、地域移行支

援、障害児相談支援の四つとなる。 

制度の枠を超えた支援と言えば聞こ

えは良いが、制度は制度であり、最低

限制度で求められていることをこな

してから初めて制度の枠を超えた動

きができるようになってくる。法人内

には「制度は支援の幅を制限するも

の」というような空気があることも否

めないが、社会福祉法人そうそうの杜

の事業として良い支援を行っていく

為には制度は必要不可欠なものであ

る。制度の良いところは利用して、足

りない部分は独自の動きをしていき

たい。そうそうの杜がこれまで培って

きた想いの部分、支援のノウハウはそ

のままに、制度を軽んじている空気を

取り除いて生まれ変わる初めの年に

していきたい。そのために相談支援が

本来あるべき動きをしていき、その先

陣をきるようにしていきたい。 

 

２．具体的項目 

①計画相談、障害児相談支援 

運営目標であげた通り、制度に忠実に

丁寧にやっていかなければならない。

相談支援の基本、マメなアセスメント

とモニタリングが必要になってくる。

毎月モニタリングが必要な利用者だ

けで 60 名。相談支援専門員の数を考

えると一人頭 20 人程の利用者を見る

ことになってくる。しかし現状を考え

ると児童に関する部分が手薄なので

障害児相談支援については相談支援

専門員の資格を有する人材の増員が

求められる。また、現状女性相談員も

配置できていないので増員していき

たい。 

 

②地域定着支援、地域移行支援 

地域定着支援、地域移行支援どちらも

制度化される前から取り組んできた

流れがある。それが制度に乗り、報酬

として還元されるようになったのは、

法人のこれまでの動きが間違ってい

なかったことの証明であり喜ばしい

ことであるのだが、無報酬でやってき

た流れがある分、実際に職員が動いて

も請求としてデータがあがってこな

いケースが見受けられる。これは非常

にもったいない。きっちり動き、動い

た分はデータとしてあげる。それが報

酬となる事で利用者を支える日々の

支援を継続して行うことが出来ると

いうことを職員全員が共通の認識と

して持てるように働きかけをしてい

きたい。特に今年度は正職員を全て相

談支援従事者として配置してあるた



め、これまでよりも柔軟な動きが作っ

ていけるようになっている。 

 

③法人全体における相談機能として

の位置づけ 

法人内の事業所利用も含め、一括して

相談を受ける。これは法人全体とし地 

域から寄せられる相談の内容把握と

課題を、集計していくために必要であ

るか 

らである。アセスメントし、支援の方

向性を各事業所と十分に検討して、具

体 

的な支援を提供していく。 

 

３．支援体制 

管理者    1 名 

相談支援専門員  4 名（うち 1 名管

理者兼務） 

相談支援従事者  法人正職員全員 

 

・ プログラム 

① ケース会議の主催 

② サービス利用等計画案、計画

の作成 

③ モニタリングの実施 

④ 利用者からの相談・苦情処理

に関する業務 

⑤ 事業統計の作成 

⑥ 関係機関との連絡調整 

以上の業務を利用者ごとに毎月１回、

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜ホームヘルプセンターとことこっ

と＞ 

(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・

移動支援・訪問介護・介護予防訪問介

護) 

 

１． 運営目標 

26 年度は架空請求の自己申告に始ま

り、実地指導、労働組合との調整、ス

タ 

ッフの権利侵害問題と様々な問題が

噴出した。これまで「利用者のために

制度を創意工夫してやっていく」と言

う考えで取り組んできたが、「どこで

線を引くか」をコンプライアンスを無

視した結果ではなかっただろうか。 

とことこっとと地域が統合して「ちい

とこ」部署ができて２年。スタッフの

利用者に対する思いは高い次元で維

持されていると思う。しかしコンプラ

イアンスや経営概念の意識について

は低いままと言うのが、現在のちいと

この組織風土である。また、利用者の

地域生活を支えるという点で統合し

た結果、ヘルパーだけでなく相談支援

従事者であったり共同生活の担当者

であったりといろいろな立場で関わ

るため、役割分担がぼやけて収拾がつ

かなくなっていると言う現実もある。 

今年度は組織の役割分担を明確化、ヘ

ルパー派遣事業所として「とことこっ

と」、グループホームや下宿屋、ショ

ートステイの事業所及び指定相談支

援事業所である「あ・うん」を含めて

の「地域」、相互に協力しあいながら

もそれぞれ独立した組織体制にする。

それぞれの事業所にサ責やサビ管、支

援員やヘルパーを配置（人数の問題も

あり兼務も残さなければならない

が･･･）。 

各スタッフの職責を明確にすること

で、責任を持った仕事ができるように

改善していく。更に新しく運営支援ソ

フトを導入、業務の軽減を図り、その

分しっかり利用者に向き合える時間

を確保していく。100 名以上の利用者

がおられる状況で改革していくのは

前途多難ではあるが、コンプライアン

スを遵守しつつ、経営概念もしっかり

意識された組織風土に変えていく事

が今年度の大きな目標である。 

 

２． 具体的項目 

①基本業務の徹底とコンプライアン

ス遵守の組織風土の構築 

記録の記入や利用料の回収等、業務の

中での基本的事項を徹底した上でヘ

ルパー派遣事業所としての法令遵守

が各自で意識された組織風土に変え

ていく。 

②サービス提供責任者の役割の明確

化 

統合ソフト導入を契機にヘルパー派

遣体制を大幅に変更。サ責が各派遣先

の状況が把握できるような体制を

徐々に整えていくことで、将来的には

特定事業所加算が取れるような事業

所に変えていく。 

③ヘルパーとしての支援の充実 

自己表現・自己決定の難しい利用者、

あるいは自分の思いを素直に表現で

き 



ない利用者に対して、本人の本当の気

持ちをアセスメントで汲み取り、エン

パワメントしていける支援が、各役割

の中でしっかりできる事業所をめざ

す。 

④そうそうの杜の支援者としての支

援の充実 

ヘルパー派遣時間内だけでなく、そう

そうの杜の１スタッフとして他部署、

各関係機関と連携し、利用者の地域生

活が豊かなものになるような支援が

できる事業所をめざす。 

⑤ヘルパーの技術向上 

対人援助技術だけでなく介護技術や

調理技術の向上をめざした取り組み

を行う。また常勤ヘルパーだけでなく

登録ヘルパー研修を定期的に開催し、

全てのヘルパーが同じ方向性を持っ

て取り組めるように、理念の徹底と技

術向上をめざす。 

 

３． 支援体制 

    管 理 者             

１名 

    サービス提供責任者（障害）   

９名 

    サービス提供責任者（介護保

険） １名 

常勤ヘルパー（障害）      ３

名 

常勤ヘルパー（介護保険）    ２

名 

介 護 保 険 ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー    

１名（組織上はあ・うん）   

 

４． 年間計画 

部署会議（常勤ヘルパー対象）    

毎月第１土曜日 

ちいとこ連絡会議（ちいとこ役職者） 

毎週火曜日夜 

登 録 ヘ ル パ ー 研 修          

原則１ヶ月１回  

木曜と土曜を交互に。 

ケース会議（相談支援体制と連携）  

随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜ 庵 ＞（生活介護事業）                         

 

１． 運営目標 

  利用者の状況は、入浴だけの人、

毎日来ている人など様々ではある。庵

といえば入浴のイメージがあり、利用

のきっかけが「お風呂に入りたい」と

いう人も多い。 

入浴から利用を開始し、通っていくな

かで自然とまわりとの関係性も深ま

って、また来たいと思ってもらえる。

とくに何かするわけではないが、その

雰囲気作りはこれからも大事にした

い。入浴について、その枠組みは、時

間の関係上限られた人数しか入るこ

とが出来ないが、可能な限り調整し新

しい人を受け入れる体制を整える。 

生活介護は日中をどのように過ごす

かということが、役割として求められ

ているが、全体で同じようなことをす

るというのは障害特性からも難しい。

日中活動というと、何かをしなければ

いけないと思ってしまいがちではあ

るが、ただそれで終わりということで

もない。日中ということだけに捉われ

ない利用者の生活が中心だというこ

とを前提に活動を進めていきたい。 

庵という場所を通じて、個々の利用者

のエンパワーメント、ストレングスの

部分を引き出せるような関わり方を

心がけていきたい。日中活動に関して

は毎年の課題ではあるが、楽しむこと

ができて、ひとりひとりが自分らしく

過ごせる場所としてこれからもあり

続けていきたい。 

 

２．具体的項目  

① 業務の分担 

正職と非常勤で業務的なことを分担

する。これまで正職だけが担っていた

業務の一部を非常勤の人に移行し責

任を担ってもらう。主に日用品の管理

や入浴シフト、日中活動の企画、運営

など。 

② 日中活動 

利用者もスタッフも楽しむことがで

きるような工夫を考える。全員が参加 

できる、できない等はあるが、同じ場

所を共有しているという感覚は持ち

続ける。日中活動に参加することが難

しい利用者に対し、その人たちが日中

を有意義に過ごせる場所などを提供

できるように考えていく。 

アルミ缶の作業については利用者に

とっても活動として定着しており引

き 

続き、地域へ発信し安定した回収がで

きるようにしていきたい。 

陶芸などの物つくりは、楽しさや創造

力を引き出せる要素が多くある。貼 

り絵などで作った絵は好評で絵葉書

にして利用者に渡しているので今年

度も引き続き行っていきたい。 

ゲームやカラオケも皆が共有できる

ものとしての位置づけになっている。

iPad の活用もこれから増えてくると

思われるので、障害者専用のアプリな

ど利用していきたい。 

③健康管理について 

体を動かす機会が少ない人なども多

いので散歩や体操など、体を動かす要

素はとり入れていきたい。 



バイタルチェックや、その他細かい箇

所についても、システム導入で各個人

のデータとして残していく。 

口腔ケアは今年度が 2 年目になる。し

っかり時間をかけて診てくれると好

評である。 

医療的ケアについては、細心の注意を

払って実施するともに、今後必要であ

れば研修を受講し技術や知識の向上

に努めていく。 

④ヒヤリハット 

ヒヤリハットの報告については、昨年

度は報告数が少ない。実際はあるが残

していないのが現状である。記録とし

て残していけるように、またスタッフ

間で共有できるように意識を持って

もらう。 

⑤利用者、家族支援 

利用者や家族の高齢化で、将来的にど

のような生活をしていくかを考える

時期に差し掛かっている利用者も近

年増えてきている。家族の支援も含め

て利用者がもっとも望む生活が出来

るように関わっていく。 

⑥個別支援計画 

日々のミーティングや会議でケース

検討や情報収集、整理を行ってきたが

まだ 

まだ不十分である。これに関しては、

スタッフ個人だけで行うのではなく

スタッフ全員の共通事項として認識

し、チームで作成していく。 

 

３、支援体制 

   管 理 者          

１名 

   サ ー ビ ス 管 理 責 任 者    

１名（兼務） 

   支 援 ス タ ッ フ       

６名 

   調 理 員          

１名 

   運 転 手          

３名（うち業務委託２名） 

 

４、プログラム 

 １）日課 

     ９ ： ０ ０            

送迎 

    １ １ ： ３ ０            

朝礼 

    １ ２ ： ０ ０            

昼食 

    １ ３ ： ３ ０            

日中活動 

    １ ５ ： ０ ０            

ティータイム 

    １ ６ ： ０ ０            

終礼 

    １ ６ ： ３ ０            

送迎 

                      

（※入浴随時） 

 

２）週間・月間予定 

    月曜日から金曜日まで開所   

（土日祝日は休み） 

    毎 週 月 曜 日           

区役所花壇の水やり   

    毎 週 金 曜 日           

訪問歯科診療 

毎 週 火 曜 日           



役職者会議 

    毎 月 第 １ 土 曜 日         

全体会議、部署会議 

    毎 月 初 め            

避難訓練 

 

３）年間行事予定 

    ４月      お花見       

５月     外食行事 

    6 月     外食行事      

７月     外出行事 

    ８月      夏祭り       

９月     一泊旅行 

   １０月   運動会 一泊旅

行   １１月     日帰り旅

行 

   １２月      忘年会       

1 月      新年会 

    ２ 月      節 分        

３月     外出行事 

   

 

＜げんげん＞（生活介護） 

 

１ 運営目標 

 利用人数は曜日によっての違いは

あるが、少ない時で１７人。多い時で

２１人の利用がある。スペースの面で

考えると手狭の感は否めず、利用者の

障害特性からの動きから、事故の可能

性も低くない。 

 利用者や家族の想い、パーソナリテ

ィーを重視して、同じ生活介護である

庵や就労施設への移行を考えていき、

利用人数の適正化を図っていきたい。 

 一番の目標は利用者の「日中活動の

充実」。これについては、げんげんに

おける永続的な目標であり、今後も続

くことは間違いない。また日中活動を

通じて地域との交流を積極的に図る

というのも、続けていかなければなら

ない重要な目標である。 

 活動内容については、従来のものに

加え個別対応（それに近い）での活動

にも取り組んでいきたい。これについ

ては、プログラムに参加できる利用者

が固定化されており、どうしてもその

中に入りにくい利用者がでてきてい

る。 

 そのような状況でもあり、全体での

日中活動の充実は勿論であるが、個別

対応の活動にも時間をかけていきた

い。 

 もうひとつの大きな目標として、事

故の防止をあげたい。必要以上にとら

わられて活動の幅を狭めるつもりは

毛頭ないが、スタッフの意識と工夫で

未然に防げる事故はなくしていけれ

ばと考える。 

 日中活動だけにとどまらず、生活場

面を含めた利用者の「その人らしい生

活」を目指した支援は継続していく。

利用本人や家族の高齢化に伴い、先を

見据えた支援も含めて展開を考えて

いかなければならない。 

 

２ 具体的項目 

① 日中活動の見直し 



・アルミ缶回収による収入還元、エコ

キャップ回収による近隣施設の交流

は定着してきている。個人的にもって

きてくださる近隣の方も増え、認知し

ていただいているものと感じる。 

 ただ、新規に協力していただけると

ころが拡がらず、ほぼ受け身であった。

今年度はこちらからの働きかけで、協

力していただける所を拡大していき

たい。 

 

・牛乳パックによる活動は、環境事業

局が牛乳パックと図書カードとの交

換を休止したため、一時止まっていた。 

 しかし近隣の事業所が紙すきの作

業を始めたため、げんげん内でフイル

ムを剥がした紙を細かくちぎる工程

まで行い、それをもっていくというか

たちをとっている。 

 紙漉きまでとなるとげんげん内で

は難しいが、できるところまでやるこ

とと、近隣の事業所との交流も図れる

ことを目的として、しっかりと継続し

ていきたい。 

 

・散歩や買い物などの屋外での活動、

カラオケやボール遊びなどのフロア

での活動などの従来どおりのものに

加えて、個別での対応による活動に力

をいれていきたい。 

 集団での活動には、やはり馴染めな

い利用者も少なくない。スタッフの人

数もあり毎日というわけにはいかな

いだろうが、週１回は時間をとってい

き、その人が楽しめる活動を探ってい

き、実践していきたい。 

 

② 事故の防止 

利用者の障害特性と人数から考える

と、事故を全くおこさないというのは 

非常に難しい。 

 ただ、環境面の見直し、スタッフの

介助技術、チームとしてのスタッフの

動きの３つを軸として、可能な限り未

然に防いでいきたい。 

 環境面に関しては、危険と感じた部

分に関しては、先延ばしする事なく迅

速に対応する。 

 チームとしてのスタッフの動きに

関しては、今年度は徹底的にやってい

きたい。普段の動きの検討から、何か

おこったときは「事故報告書」「ヒヤ

リハット」を活用して、スタッフ間で

検討し意識を高めていく。文書化でき

るところは、各スタッフに配布してい

く。 

 

③ 地域との交流を積極的に行う 

空き缶やエコキャップなどの回収を

通じて、学校や地域との接点をもつ活

動 

に関しては、引き続き積極的に活動し

ていく。 

 また清掃に関しては、普段利用する

公園に加え近所も定期的に行い、げん

げんという存在を、少しでも地域に周

知していく。 

 

④ 利用者の生活面に対する支援 

利用者の壮年化、家族の高齢化に伴い、

家族との同居生活や現状の生活パタ 

ーンの維持が難しくなるケースが増



えてくることは避けようがない。 

 家族支援の意味も含めて、そのよう

な利用者に対して日中活動の場とい

う枠組みにとらわれずに、「その人ら

しい生活を送ってもらう」ことを念頭

において、生活面全般の支援もおこな

っていく。 

 当然、げんげんスタッフの支援だけ

では不可能なので、相談支援、ホーム

ヘルプ、ショートスティの事業所と連

携をとっていくとともに、インフォー

マルな資源の活用も視野にいれてお

く。 

 

３ 支援体制 

 管理者兼サービス管理責任者 １

名 

 支援スタッフ        ８

名 

 調理員           ２

名 

 運転手           ２

名 

 

４ プログラム 

１） 日課  

 ９：００ 送迎 

１０：４０ 朝礼 

１１：００ 散歩、公園の清掃等 

１２：００ 昼食 

１３：００ リラックスタイム 

１３：３０ 日中活動 

１５：００ ティータイム 

１６：００ 終礼 

１６：３０ 送迎 

 

２） 週間および月間予定 

開所日 月曜日～金曜日（祝日は休

み） 

月曜日：空き缶の納品 

火曜日：空き缶つぶし カラオケ 

水曜日：お菓子づくり、河川敷等への

外出 区役所花壇水やり 

木曜日：エコキャップ回収、音楽活動

等 

金曜日：訪問歯科、空き缶つぶし、買

い物等 

  

月１回の外出行事 

第一土曜日 法人全体会議および部

署会議 

月初め 防災避難訓練 

 

３) 年間行事予定 

 ４月：お花見         ５

月：バーベキュー 

  ６ 月 ： 博 物 館 見 学       

７月：夏祭り 

  ８ 月 ： 工 場 見 学        

９月：一泊旅行  

 １０月：運動会        １

１月：紅葉狩り 

 １ ２ 月 ： 忘 年 会         

１月：初詣 

  ２ 月 ： 博 物 館 見 学       

３月：梅林 

 

 

 

 

 

 



＜伝＞（児童デイサービス事業） 

 

１． 運営目標 

 自分自身のしんどさや、困り感とは

何なのかということを理解して、受け

止め認めることで想いを素直に出し、

成功も失敗もたくさん経験してもら

い遊びの中から色々なことを学んで

もらえるような環境作りをしていく。

また、保護者の想いを少しでも汲み取

り、その気持ちに寄り添う。レスパイ

トの役割も果たしていく。 

 情緒面を育てる療育（気づきの支

援）が保護者にも伝わりやすいよう、

また同じ方向性の療育をしている他

事業所との支援の統一を図るために

連絡帳の書式を変えたが、まだまだ上

手く活かすことが出来ていない。 

文字だけだとその時の状況をイメー

ジしにくかったり、保護者にも気づき

の支援というものが浸透しておらず

正確に伝わっているのかが不確かで

あったりする。また、どのような場面

でも気づいて行動することが出来て

いるのか、ノートは活用することが出

来ているのかなど見えてこない部分

が多々ある。同じ書式を使っているだ

けで統一した支援や対応が出来てい

るのかがわからないと意味がなくな

ってくる。これらをふまえて書き方を

工夫したり、振り返りをしたりするこ

とも必要であると思われる。 

 昨年度は普段あまり外出をしない

児童が初めて法人の外出行事に参加

することが出来たが、利用人数が増え

たことや、学校がある日は来所時間が

遅くなることもあり、全員がそろって

から出かけるということは難しい状

況になってきた。少人数でも近くの公

園に行くなど、少しでも外へ出ること

を試みたい。そして散歩をするだけで

はなく、買い物に一緒に行きお金のや

り取りや、欲しい物が見当たらない時

には、誰にどのように声をかければよ

いのか等、地域生活を送るうえで必要

なことも身につけてもらいたい。 

 

２． 事業計画 

具体的項目 

①自分で考え、気づいて行動すること

が出来るような対応を行う。 

『ひとりの人』として出会うこと、過

剰な声かけは避けて見守る『待つ対

応』、快い経験をたくさんしてもらう

『褒める対応』の３つを療育の軸とす

る。 

児童本人の思いを汲み取り、持ってい

る力を引き出し、心を豊かにする。 

②知的障害児・発達障害児については

感覚遊びや発達障害児サポート運動

をとり入れ感覚刺激を行う。視覚的情

報が入り易い児童に関しては視覚化

を行う。 

③身体障害児については、外からの刺

激を受けることで残存機能を最大限

に発揮し心身機能の向上、機能維持を

目指す。 

④他事業所との共有の連絡帳を活用

していきながら見直し改善を図る。 

 保護者にも気づきの支援が伝わり

やすいようにするため。 

 他事業所を利用している児童に同



じ支援が出来るようにするため。 

⑤家庭・学校・地域の各関係機関との

連携を図り、ケース会議を行う。 

⑥大阪市内のデイサービス連絡会に

参加する事で情報交換を行う。 

 

３． 支援体制 

管理者１名（兼務） 

サービス管理責任者１名（兼務） 

支援スタッフ５名 

 

４． プログラム 

１） 日課 

児童発達支援事業（就学前児童）定員

２名  火曜日～土曜日（祝は休み） 

 ９：００ 児童来所 

１０：３０ 始まりの会 

      手遊び・発達障害児のサ

ポート運動 

１２：００ 昼食 

１３：００ 帰宅 

 

放課後等デイサービス事業（就学児）

定員８名 月曜日～土曜日（祝は休

み） 

１４：００ 送迎 

 児童来所 

１５：００ おやつ 

１６：００ 自由時間・発達障害児サ

ポート運動 

１８：００ 送迎、帰宅 

 

５．年間行事 

 ４ 月 ： 花 見           

１０月：ハロウィン 

 ５ 月 ： 端 午 の 節 句         

１２月：お楽しみ会 

 ７ 月 ： 短 冊 作 り 水 遊 び             

１月：凧揚げ 

８ 月 ： プ ー ル 遊 び          

２月：節分行事 

                  

３月：卒業式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜ 想縁綾 ＞ （共同生活援助・地

域生活支援） 

 

１．運営目標 

 障害者総合支援法での「経過的居宅

介護利用型共同生活援助」の経過措置

が、26 年度で終わる。次の方向性と

して、共同生活援助をやめて下宿屋な

ど、制度にとらわれない新しい形とす

るか、制度にのっとった介護サービ３

ス包括型共同生活援助に移行するか

議論を重ねた結果、26 年度の状況を

考慮して、制度に則った包括型共同生

活援助で事業を行なう事になった。 

 もうひとつの大きな変更は、昨年度

まで城東区今福南の市営住宅2室をケ

アホームとして使用していたが、利便

の悪さと４人が2人ずつの居室に分か

れているため、別々に対応しなければ

ならず、非常に使い勝手が悪い状態が

あった。そこで、ショートステイ添が

引越しした後の空いた物件に引っ越

し、新しく綾として利用することにな

った。 

この引越しに伴い、これまで定員 15

名であったところ、1 名減員で 14 名

（男性 8 名・女性 6 名）になる。 

 

一方、地域生活支援（一人暮らし・共

同生活）は 40 名弱の方を、居宅介護

の制度で、とことこっとが中心になり

関わっている。ただし居宅がカバーし

きれない部分は相談支援事業の緊急

時支援等で対応している。 

時代や制度が変わろうとも、一人ひと

りが地域の中であたり前に、その人ら

しく生活し続ける事を「支え続ける」

ということを支援の大きな柱にして

取り組んでいきたい。 

 

昨年度は請求に関して大きな不備が

あったり、実地指導もあり、また利用

者の金銭管理に関して権利侵害があ

ったり大きな問題となった。その為に、

地域生活支援の体制をもう一度考え

直し、今一度地域生活支援というもの

を見直して再構築しなければならな

い。ゼロベースに戻して根本的に作り

直す事が今年度の必須課題である。 

そんな状況ではあるが、変わらないこ

とは利用者一人ひとりにとっての生

活・人生と日々向き合い出逢っていく。

利用者一人ひとりの特性をしっかり

と把握し「権利擁護」「エンパワメン

ト」という視点を軸に関わっていきた

い。 

また地域の行事にも積極的に参加し、

地域との繋がりや輪を広げていく。人

との繋がりが増えることで世界も広

がる。人との繋がりや関係性が、生活

の豊かさに繋がる。  

自信を持って、その人らしく生活でき

れば、支援の必要性はどんどん減って

いく。その人にとって不必要な支援を

おこないパワレスな状態にさせない

よう注意しながら距離感を大事にし

ながら囲いこまないという事も意識

して関わっていかなければならない。

将来的には支援を必要としない状態

で、地域の中であたり前に、その人ら

しく生活し続けてもらう事が地域生

活支援の大きな目標である。 



 

２．具体的項目 

① 利用者一人ひとりの特性を把

握し「権利擁護」「エンパワメント」

の視点と共に「ストレングス」の視点

を持ち続け支援する。個別支援計画に

基づき、アセスメントをしっかりと拾

い上げていく。グーグルアップス、今

期より導入するシステム等使い情報

共有の効率化を行いしっかりと支援

に生かしていく。その人にとって不必

要な支援、パワレスの状態にしていな

いかしっかりと意識していく。 

② 継続してホームヘルプセンタ

ーとことこっとも利用とした体制は

残す所は残し、地域定着支援も利用し

ながら、部署関わらず全体で地域生活

支援をおこなう。利用者一人ひとりの

生活全般を支援していく上では、いつ

でも（２４時間３６５日）対応できる

体制を維持する。 

③ 制度を利用しつつもそればか

りに捉われずに柔軟に対応できる体

制を作り、その人らしい生活を支援し

ていく。利用者一人ひとりの特性に配

慮した支援のあり方を模索していく。

例えば、言葉での関わりが本人にとっ

てしんどく混乱を招く場合は、視覚的

な提示・手段を用いて関わり、環境や

関わり方を工夫することで本人のし

んどさや生きづらさを軽減させる。支

援者からの目線を押しつけるのでは

なくその人にとって本当にその人ら

しい生活を模索する。それに加え少年

期から青年期の利用者の支援に関し

て、寄り添い、相手にとってナナメの

関係性を築ける様に関わっていく。 

④ 城東区全体で障害のある人一

人ひとりの地域生活を支えていける

体制づくりを引き続いて取り組んで

いく。そうそうの杜だけの資源で完結

することなく、他の事業所やインフォ

ーマルな資源とも繋がりを持ちなが

ら障害のある人の地域生活を支援し

ていくことのできる体制をつくって

いく。城東区の自立支援協議会、ＮＰ

Ｏ法人地域自立支援推進協議会ＪＯ

ＴＯの活動にも積極的に関わり城東

区全体で障害のある人のサポート体

制づくり、ネットワークの構築に関わ

っていく。相談支援との連携を取り、

新たな視点で障害のある人のサポー

トができるよう質的向上に取り組ん

でいく。 

 

 

 

 

３．支援体制 

   管 理 者          

１名 

   サービス管理責任者    1

名 

   生 活 支 援 員        

２名 

   世 話 人          

７名 

 

４．年間計画 

 （1）部署会議     （１回／

月  第１土曜日） 

 （2）部署ミーティング （１回／



週  木曜日  ） 

 （3）チーフミーティング（１回／

週  火曜日  ） 

 （4）旅行 ①広島県一泊旅行  昨

年度の実績  

 

＜ 添 ＞ （ 短期入所事業 ） 

 

平成 26 年 4 月より「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律」が施行された。障害程度

区分という文言が障害支援区分に変

更され、重度訪問介護の対象者が拡大

された等リファインされたような印

象を受ける。当法人利用者でも通常の

居宅介護から支給量の多い重度訪問

に切り替えた利用者もいる。この点に

関してはメリットも多く、一定の基準

をクリアすれば支給申請可能である。

今後も制度利用が増えていくと思わ

れる。 

 

1.運営目標 

平成 26 年 10 月に鴫野東 3-2-5（住居

表示）の木造一戸建て物件を取得し、

１F 部分の居室の改装を済ませ、平成

27 年 3 月より短期入所「添」として

移転、運営を再開した。ハード的には

以前の物件に比べて、機密性の高さと

改装直後の見た目の新しさとから、利

用者さんには概ね好評である。法人所

有物件であるので、長く大切に使用し

ていきたい。 

近年の地域移行推進の風潮と、相談支

援事業分野に関わる地域定着支援や

地域移行支援の活用により、入所、入

院からの地域移行が増加傾向にある。

その上で短期入所の役割の重要度が

増している。また矯正施設や医療機関

からの地域移行ケースのつなぎの場

としての役割も予想される。 

短期入所事業では、緊急一時避難的な

利用に柔軟に対応しなければならな

いが、現状では固定の利用者さんが多

く、定期のスケジュールに基づいて１

F、２F、３F の組み合わせを調整して

いる。可能な限り緊急の利用希望に対

応できるような調整を行っているが、

緊急利用の方は生活の場を失い長期

の利用を余儀なくされる利用者の方

が多く、健康管理、財産管理も含め生

活全体の支援が必要となる。そういっ

た長期利用の短期入所は、あくまでも

通過点であるとの認識に基づき、次の

生活を意識しながら本人と関わる必

要がある。 

また、児童養護施設退所後（制度上の

児童生徒と大人のはざま）に行き場の

無いこどもの生活の場の保証や、こど

も相談センターからの一時保護依頼

等も考えられる為、短期入所の受け入

れについては臨機応変な対応が必要

である。 

今年度より導入する統合システムの

ソフトを活用し、情報共有の効率化と

書類作成の簡素化が見込まれる。ソフ

トの導入により便利になることは間

違いないが、それ以上に、ソフトを活

用する私たち自身が真摯に利用者さ

んに向き合うことが重要である。 



 

 

2.具体的項目 

①新規利用相談に関しては、面談・聞

き取り・見学・実際の利用という手順

を遵守することでアセスメントを深

め、関わるスタッフ・宿直スタッフに

的確な情報と支援のポイントを伝え

る。 

②利用時の本人の様子等を記録し、ご

家族に利用時の様子を伝える。長期間

の利用となる場合は日中活動の場の

設定、健康管理も含め生活全体をトー

タルに支援する。 

③スタッフ自身が自閉症スペクトラ

ムの支援に基づくコミュニケーショ

ン方法の実践と創意工夫に取り組み、

研修等の積極的な参加によってスキ

ルアップすることで利用者理解と信

頼関係の構築出来るように関わる。そ

のための基本的な考え方として「スト

レングスの視点」を重視し支援の在り

方を探る。 

④利用者一人ひとりの特性を把握し

「権利擁護」と「エンパワメント」の

視点で支援する。また、自己選択、自

己決定を引き出す事と同時に自己責

任の範囲を明確に提示する。 

 

3.支援体制 

 管理者    1 名 兼務 

 生活支援員  1 名 

 介護職員   1 名 

 宿直スタッフ 1 名 兼務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


